
20220201 

個人番号通知届出書

株式会社 SBIネオトレード証券 御中 

ログイン ID ご記入日  年 月 日 

ご
住
所

〒    － 電話番号 ―    ― 

都 道 

府 県 

ご
氏
名

（フリガナ） 生年月日 年   月   日 

個人番号 

（マイナンバー）

私は、以下の規定により、個人番号を告知します。 

区分 根拠条文 

上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益

の分配・国外発行株式等の配当・国外公社債等の利

子・国外投資信託等の配当 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令第 16 条第 5 項、所得税法施行規則

（平成 26年 7月 9日財務省令第 53号）附則第 51条第 3 項 

株式等の譲渡の対価の受領者 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令第 16第 13項 

貴社に提出している申請書につき、以下の規定により、個人番号を告知いたします。 

区分 根拠条文 

上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益

の分配・国外発行株式等の配当・国外公社債等の利

子・国外投資信託等の配当 

所得税法施行規則（平成 26年 7月 9日財務省令第 53号）附則第 49条第 2項、第 52条第 2項 

株式等の譲渡の対価の受領者 所得税法施行規則（平成 26年 7月 9日財務省令第 53号）附則第 54条第 2項 

配当等とみなす金額の交付 所得税法施行規則（平成 26年 7月 9日財務省令第 53号）附則第 55条 

償還金等の交付 所得税法施行規則（平成 26年 7月 9日財務省令第 53号）附則第 56条 

特定口座（特定口座開設済みのお客様） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 8 条第 3 項により、個人番号

を告知いたします。 

非課税口座（非課税口座開設済みのお客様） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 8 条第 5 項により、個人番号

を告知いたします。 

≪社用欄≫ 

確認書類の名称 一次確認 二次確認 入力者 入力確認者 

個 ・ 通 ・ 住 ・ 運 

受入日： 入力日： 



マイナンバー確認書類及び本⼈確認書類の組み合わせについて
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＜ご利用時のお願い＞

東
京
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区
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【返信用封筒宛名ラベル】

・印刷はＡ４普通紙（白色）に黒色の印字でお願いいたします。

・切り取り線に沿って裁断し、定形封筒（9～12㎝×14～23.5㎝）にのり付けしてください。

・投函する際、のり付けが剥がれた箇所がないかご確認の上、投函してください。

・封筒の裏面にご住所・氏名を明記してください。

・出力サイズの変更（拡大・縮小）はしないでください。

料金受取人払郵便

芝局承認

差出有効期間

2025年3月

31日まで

4932

０２９

定形郵便物

（受
取
人
）

東
京
都
港
区
六
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木
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泉
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ー
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ン
タ
ワ
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※弊社ではお客様に封筒ラベルの印刷を委託しております。本ラベルの第三者への譲渡等を禁止いたします。

切り取り線（---）に沿って裁断してください。

使用例

裏

１ ０ ６ - ８ ７ ９ ０
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